
議案第１６号 

意見の聴取について 

上記の議案を提出する。 

令和４年３月８日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

           意見の聴取について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項の規定に基づ

く区長からの意見の聴取について、区長原案に同意する。 

               記 

１ 東京都板橋区地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく東京

都板橋区教育委員会の意見を聴くべき事務を定める規則について 



３板総総第５８８号 

令和４年３月４日 

板橋区教育委員会 

 教育長 中川 修一 様 

 

板 橋 区 長 

坂 本  健 

（公印省略） 

 

意見の聴取について 

 

 下記規則の制定について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７

条第２項の規定に基づき、貴委員会の意見を求めます。 

記 

 

 

１ 東京都板橋区地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく東京都

板橋区教育委員会の意見を聴くべき事務を定める規則 

 



東京都板橋区地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく東京

都板橋区教育委員会の意見を聴くべき事務を定める規則を公布する。 

   令和４年 月 日 

東京都板橋区長  坂  本    健 

 

  東京都板橋区規則第 号 

    東京都板橋区地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

基づく東京都板橋区教育委員会の意見を聴くべき事務を定

める規則 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律 ( 昭和３１年法律第１６２

号 ) 第２７条第 1 項の規定に基づき、区長がその実施に当たって東京都

板橋区教育委員会の意見を聴くべき事務は、次のとおりとする。 

  ⑴ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保

連携型認定こども園（板橋区が設置するものに限る。以下「幼保連

携型認定こども園」という。）における教育課程に関する基本的事

項の策定 

  ⑵ 幼保連携型認定こども園の設置、廃止及び休止 

  ⑶ その他幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、東京都板橋

区教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有すると区長が認

めるもの 

    付 則 

 この規則は、令和４年７月１日から施行する。 


